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Ⅰ．総括事項 
１．集中改革プラン策定について 
 
「九重町集中改革プラン」は、九重町が独自に策定した「第４次九重町行政改革大綱」

（平成１７年１月策定、計画期間平成１７年度～平成２１年度）、「第４次九重町行政改

革実施計画」（平成１７年３月策定、計画期間平成１７年度～平成２１年度）、「九重町

自律推進計画」（平成１７年１２月策定、計画期間平成１８年度～平成２７年度）、「九

重町の財政計画」（平成１７年１２月策定、計画期間平成１８年度～平成２２年度）に 
基本づき作成している。 
「九重町自律推進計画」「九重町の財政計画」は平成１７年１０月に最終案作成、１

２月に成案としたことから、「九重町集中改革プラン」の財政数値は１７年１０月現在

の数値である。したがって、平成１７年１１月以降「九重町自律推進計画」の中で成案

とされ「本プラン」に計画として上げているが財政計画に反映していない部分もある。 
「九重町自律推進計画」「九重町の財政計画」は、毎年「点検」と「見直し」を行い

財政計画に効果額を反映させるが、その際「九重町集中改革プラン」の見直しも行い、

公表するものとする。 
 
２．集中改革プラン作成までの経過 
 

日　　　　　時 内　　　　　容
平成１７年１月～１月 「第４次九重町行政改革大綱」作成
平成１７年３月～３月 「第４次九重町行政改革実施計画」作成
平成１７年４月～５月 「九重町自律推進計画（案）」作成
平成１７年５月～６月 「タウンミーテイング」開催（町内１０カ所）
平成１７年６月～９月 「計画案」を「本部」「検討委員会」協議
平成１７年６月～９月 「計画案」を「町づくり会議」協議
平成１７年９月～９月 「財政計画案」作成
平成１７年10月～10月 「議会全員協議会」説明
平成１７年10月～11月 「タウンミーテイング」開催（町内４カ所）
平成１７年10月～11月 「パブリックコメント」実施
平成１７年12月～12月 「最終案」作成
平成１７年12月～12月 「議会全員協議会」説明
平成１８年２月～２月 「町づくり懇談会」開催（町内９カ所）
平成１８年３月～３月 「九重町集中改革プラン」作成・公表

 

Ⅱ．民間委託等の推進 
１．平成１０年度以前の取組状況 
 ①「ふるさと味便り業務」民間委託（平成１０年４月から実施） 
 ②「町道等登記業務」民間委託（平成１０年４月から実施） 
 ③「簡易水道メーター検針業務」民間委託（平成１０年４月から実施） 
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２．平成１１年度から平成１６年度までの取組状況 
 ①「ゴミ収集業務」民間委託（平成１１年４月から実施） 
 ②「町営飯田高原診療所診療業務」民間委託（平成１１年４月から実施） 
 ③「町霊柩車」廃止（平成１３年３月末） 
 ④「町有林監視業務」民間委託（平成１５年４月から実施） 
 
３．平成１７年度以降の計画 
 公共施設の運営管理については「民間でできることは民間で」を基本としながら、「九

重町アウトソーシング（民間委託等）に関する指針」（平成１７年５月制定）に基づき、

行政責任の確保等に留意しながら、町民サービスの向上や行政運営の一層の効率化を図

るとともに、地域経済の活性化の観点からも、民間委託等を積極的に推進する。 
 
（１）民間委託・民営化を検討するもの 
①幼稚園・保育所 
②給食センター 
③九重町農業バイオセンター 

 
（２）利用者による自主管理や住民協働等による施設管理を検討するもの 
①各地区公民館 

 

Ⅲ．指定管理者制度の活用 
１．指定管理者制度の活用を検討するもの 
①九重文化センター 
②活きいきランド 
③九重町温泉館 
④図書館 
⑤九重ふるさと館 
⑥九重グリーンパーク 

 

Ⅳ．施設管理費の削減 

１．長期的な改修計画策定 
①効果的な維持補修 

 
２．施設の多目的利用を検討するもの 
①学校開放・空き教室活用など 

 
３．施設の統合を検討するもの 
①小学校・中学校の再編 

 
４．廃止を検討するもの 
①歴史民俗資料館 
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Ⅴ．事務事業の再編整理等 
１．平成１１年度から平成１６年度までの取組状況 

 ①給食調理場４施設のうち３施設を１施設に統合（平成１３年９月より実施） 

②幼稚園と保育園の構造改革特区による一体的運営（平成１７年４月より実施） 

 
２．基本的な考え方 
 自治体の財政状況が右肩下がりの時代になり、「要望にすべて応える」ような「あれ

もこれも」のサービス提供から「あれかこれか」という「集中と選択」のサービス提供

に変わる必要があります。これからの行政サービスは、前例にとらわれず、「行政が行

うべきことか」「時代やニーズに即しているか」「他に担い手はないか」「効率的に推進

することはできないか」などについて見極め、行うべき事業を選択してなければなりま

せん。ただし、すべての事業を「廃止・縮小」の視点から捉えるのではなく、必要な事

業には十分な「人・物・金」を投入していきます。 
 
３．方向性の区分 
 事業の方向性の区分は、「廃止」「縮小」「継続」「拡大」の方向性です。 
 
４．行政評価システムの導入 
 費用対効果の観点から事業を評価し、コスト意識をもって真に住民全体の福祉につな

がる事業執行を行えるよう職員の意識改革を図るべく、行政評価システムを早期に導入

します。 
 

Ⅵ．組織機構の見直し 

１．基本的な考え方 

 行政需要は多様化しており、業務内容も全体として複雑高度なものとなっています。

これらの行政需要は、タテ割りの組織にまたがって発生するものであり、しかも効率的

な解決には広い視野に立っての協調や連帯の機能が必要になっています。今後、町民の

期待に応えうる行政を実施するため、柔軟性のある組織を築く必要があることから、現

行の組織を再編して階層を少なくし、フラットな組織（グループ制）へ組み替えていき

ます。 
 
２．平成１７年度以降の計画 

 
◇平成１６年度   １６課長制 
 
◇平成１７年度   １２課長制 
 
◇平成１８年度以降 グループ制・チーム制の導入 
 
◇平成２２年度   １０グループ（３０チーム）制 
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Ⅶ．特別職給与等の見直し 
１．特別職給与について 

① 直近の見直し内容等 
◇ 特別職給与を５％カット（平成１６年４月から実施済） 

② 今後の適正化内容及び時期 
◇ 特別職給与を１０％カット（平成１９年４月から実施） 
（但し、平成１６年４月から実施している５％を含む） 

 
２．助役・収入役の選任について 

◇ 当面、助役・収入役は選任しない 
（平成１７年１月から不選任） 

 

Ⅷ．職員の定員管理・給与の適正化 

 
１．定員管理について 
 
（１）平成１１年４月１日から平成１６年４月１日までの取組状況 

部 門 H11.4.1 H16.4.1 H17.4.1
職員数 職員数 増減数 増減率 職員数 増減数 増減率

一 般 行 政 127 124 ▲ 3 97.6% 120 ▲ 4 96.8%
教 育 39 32 ▲ 7 82.1% 32 0 100.0%
消 防
公営企業等 9 12 3 133.3% 10 ▲ 2 83.3%
総 数 175 168 ▲ 7 96.0% 162 ▲ 6 96.4%
※職員数は、地方公共団体定員管理調査報告数値に準ずる。
※職員数に、教育長１名＋業務援助職員（獣医師２名）を含む。

H11対H16 H16対H17
過去の増減実績

（単位：人、％）

 
（２）平成１７年４月１日から平成２２年４月１日までの定員管理目標 

部 門 H17.4.1 H22.4.1
職員数 職員数 増減数 増減率 増減数 増減率

総 数 162 152 ▲ 10 93.8% ▲ 23 86.9%
う ち 公 営 企 業 10 10 0 100.0% － －
※職員数は、地方公共団体定員管理調査報告数値に準ずる。
※職員数に、教育長１名＋業務援助職員（獣医師１名）を含む。
※平成２７年４月１日の数値目標は、１３６名（教育長１名＋獣医師１名含む）である。

H17対H22 参考（H11対H22）
数値目標

（単位：人、％）
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２．給与・諸手当について 
（１）給与の適正化について 

① 直近の見直し内容等 
◇ 職員給与を２％カット（平成１７年７月から実施済） 

 
  ② 今後の適正化内容及び時期 

◇ 職員給与を５％カット（平成１８年４月から実施） 
（但し、平成１７年７月から実施している２％を含む） 

 
（２）諸手当の総点検実施（特殊勤務手当の適正化） 

① 特殊勤務手当の見直し 
    ◇ 賦課事務 勤務１箇月につき１，５００円を支給凍結 
       （平成１８年４月から５年間実施） 
      ◇ 常時徴収事務 勤務１箇月につき２，０００円以内を支給凍結 
       （平成１８年４月から５年間実施） 
      ◇ 保健予防に従事する保健師 勤務１箇月につき１，５００円を支給凍結 
       （平成１８年４月から５年間実施） 
 
 
（３）諸手当の総点検実施（その他手当の適正化） 
① 通勤手当の見直し 

      ◇ １ｋｍ未満 月額 ６５０円を廃止 
       （平成１８年４月から実施） 
      ◇ １ｋｍ以上２ｋｍ未満 月額１，１５０円を廃止 
       （平成１８年４月から実施） 
 
（４）技能労務職の給与等の適正化について 
  ①（１）～（３）に準ずる。 
 
（５）その他の見直し 

① 旅費（日当）の見直し 
◇ 日当（郡外）１，２５０円を廃止 
（平成１８年４月から実施） 

◇ 日当（県外）３，０００円を廃止し、旅行雑費１，５００円に改正 
（平成１８年４月から実施） 

 

Ⅸ．議会改革について 
１．議員定数について 
◇ 議員定数を現行１６名から１３名とする。 
 （平成１９年１月以降最初の一般選挙から実施） 

 
２．議員歳費について 
◇ 議員歳費を概ね５％カット 
（平成１６年７月から実施済） 
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３．費用弁償について 

◇ 日当（郡外）１，２５０円を６００円に改正 
（平成１６年７月から実施済） 

◇ 日当（県外）３，０００円を１，５００円に改正 
（平成１６年７月から実施済） 

 

Ⅹ．地方公営企業について 

１．平成１６年度までの取組状況 
◇ 簡易水道事業のメーター検針・水質検査を民間委託 

         

２．平成１７年度以降の取組 
◇ 簡易水道事業のメーター検針・水質検査を民間委託（継続） 
 ◇ 職員の定員管理、給与等は、「Ⅷ．職員の定員管理・給与の適正化」に準ずる。 
 

ⅩⅠ．その他の適正化 
１．各種委員会の委員報酬について 
◇ 委員報酬（日額）４，０００円を３，０００円とする。 
（平成１８年４月から実施） 
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ⅩⅡ．財政計画について 

 
 九重町では、昭和６３年より職員数・議員数の削減、施設の統廃合、事業の民間委託

など様々な行財政改革を実施してきました。しかし、右肩上がりであった町税や地方交

付税は、１１年度をピークに年々減少しており、歳出の削減が歳入の減少に追いつかな

い状況といえます。 
 １６年度決算をベースに現状把握に努め、まずは今後の財政をしっかり分析・推計す

ることが不可欠ですが、現在のように制度改正が煩雑に実施される状況においては推計

が難しいことから、「九重町自律推進計画」を基本に諸条件の予測可能な５年間とし、

財政の弾力性を示す「一般財源ベース」として推計しています。 
 財政推計に関しては、歳入は厳しく推計し歳出は現状が推移した場合を基本としてい

ます。 
 結果として、地方交付税の振替措置である地方債（臨時財政対策債）が廃止される平

成１９年度は経常収支比率が９４．８％、以降年々悪化し平成２３年度９７．８％をピ

ークにゆるやかに回復する推計となっていますが、このままでは財政の弾力性が失われ、

公共サービスの低下及び住民の負担増は避けられません。 
 「九重町自律推進計画」では、自主財源の確保が難しいことから歳出の更なる節減や

削減を計画しています。とりわけ、急激な悪化を避けるため、財政の弾力性を示す財政

指標である経常収支比率を平成１９年度「９０％」を目標にし、「九重町自律推進計画」

と一体化した中期財政計画を策定します。 
 
１．現状における財政推計（平成１７年１０月現在推計値） 
①歳入（経常一般財源）の推計 

（単位：億円）
区分／年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
町 税 12.3 12.1 12.0 11.8 11.7 11.5 11.4
地方譲与税 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
各種交付金 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
地方交付税 18.9 20.0 19.5 18.9 18.4 17.8 17.3
地 方 債 2.9 2.3 1.4 0.1 0.1 0.1 0.1
合 計 37.5 37.8 36.5 34.4 33.8 33.0 32.4  
《地方税の推計》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《地方交付税の推計》 
 
 
 

地方税の動向については、国の試算では法人税の減収見込みを除けば、ほとんどの
税目で増収となっています。市町村税においても現行法で２．２％の伸びを見込んで
います。 
 九重町では、度重なる災害による農業所得の落ち込みや個人所得の伸び悩み、固定
資産税の１８年度評価替えや企業の新規設備投資が望めないことなどを要因に増収の
見込みはできません。また、１８年度に鳴子川渓谷周辺整備の完成による経済効果は
期待できるものの、増収までには現時点で推計できない状況にあります。 
 以上のようなことから、１６年度決算額による現行推移は難しいことから、独自の
試算と若干の相違はありますが、人口の将来推計に比例して右肩下がりとし、１７年
度見込みから約７千万円減収する推計としました。 

 地方交付税の算定の基礎となる国勢調査人口の減少も予測され、１８年度は△２．
５％としました。三位一体改革により、補助金の一般財源化等による交付税措置の増
額も見込めますが、１９年度以降は内閣府試算等を参考に△２．５～△３．５％で推
計しています。以上のことから、１７年度見込から５年間で約２億８千万円減額とな
る推計としました。 
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《地方債の推計》 
 
 
 
 
《歳入（経常一般財源）総額の推計》 

37.8 36.5 34.4 33.8 33.0 32.4
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②歳入の構成（参考資料） 
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 経常一般財源として扱われる地方債として、減税補てん債と臨時財政対策債があり
ます。減税補てん債については現行の制度が継続するものとしていますが、臨時財政
対策債は平成１６年度大分県の中期財政見通しにおいて、１９年度以降廃止の見込み
となっているため、１９年度以降は計上せず減税補てん債のみの推計としました。 

 歳入（経常一般財源）の構成比は、各年度おおむね町税と地方交付税約８割から９
割を占めています。そのことから、町税と地方交付税を多く見積もることは、財政推
計において危険であると判断できます。 
 「歳入は厳しく」という観点から、１７年度見込みから町税が約７千万円、地方交
付税が約２．８億円、地方債が約２．２億円の減額、また、地方譲与税等については
若干の増額を見込んでいるものの、総額で５．４億円減少すると推計しました。 
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③歳出（経常経費充当一般財源）の推計 
（単位：億円）

区分／年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
人 件 費 13.4 12.8 12.7 13.4 13.1 12.6 11.8
扶 助 費 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
公 債 費 2.9 3.1 3.2 2.8 3.0 2.9 3.0
物 件 費 5.2 5.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
維持補修費 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
補 助 費 等 5.9 5.8 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3
繰 出 金 等 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
合 計 32.0 31.6 32.2 32.6 32.6 32.0 31.3  
《人件費の推計》 
 
 
 
 
 
 
 
《公債費の推計》 
 
 
 
 
 
 
 
 
《物件費・補助費等の推計》 
 
 
 
 
 
 
《繰出金等の推計》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 人件費は、１７年４月１日現在１５９名（出向等派遣職員は除く）を退職補充とし、
また、特別職は４名、議員数は１６名として独自の試算で推計しています。推計の条
件としては、職員給与は現行の給料表を適用し賃金改定は見込まず定期昇給のみとし、
その他退職手当組合負担金は組合の試算を適用、共済費等は職員給与に比例して推計
しています。 
 以上のような推計によると、職員の平均年齢が低下し、１９年度をピークに減少す
る推計としています。 

 公債費は、１６年度末残高約４３億円の償還及び、５ヵ年の事業実施計画に基づく
地方債の発行分の償還を加えています。償還額は、２３年度が約６億円でピークとな
ります。償還額に対しての特定財源は、住宅使用料、泉水使用料、また、１８年度か
らは鳴子川渓谷周辺施設の使用料も見込んでいます。その他、国の地方財政計画に含
まれない政策的な地方債に係る交付税算入分を考慮しています。 
 以上のようなことから、１６年度決算（公債費比率３．７％、公債費負担比率６．
１％）がほぼ同額での推計となると予測しています。また、公債費比率及び公債費負
担比率については、歳入の減少に伴い若干伸びる傾向と予測されます。 

 物件費については、一部人口推計を適用していますが、コンピューター経費など特
殊な要因を除けばほぼ横ばいになると推計しています。 
 補助費等については、町民に対する補助交付金は１６年度決算並みとしていますが、
補助費等のうち約半分を占める一部事務組合負担金がし尿処理場やごみ処理場の公債
費等の影響により増額となると推計しています。 

 繰出金については、人口推計及び高齢者人口推計を適用しています。介護保険特別
会計繰出金については、１５年度から１６年度にかけて１７．４％の伸びがありまし
たが、今後の制度の見直し等考慮し、１６年度決算をベースに高齢者人口に比例した
推計としています。 
 その他、水道特別会計については１６年度決算を同額で推計し、国民健康保険特別
会計及び老人保健特別会計については、それぞれ人口に比例した推計としています。
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《歳出（経常経費充当一般財源）総額の推計》 
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２．現状における財政指標（平成１７年１０月現在推計値） 
①経常収支比率の推計 

88.2

83.7

96.696.896.6
94.8

85.2

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

単
位
：
％

②公債費比率の推計 
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 歳出は、１６年度決算で約３２億円、１７年度決算では若干下回る見込みです。１
８年度から２０年度までは、急激な伸びはないと予測していますが、人件費・物件費・
補助費等を中心に各費目とも増額していく見込みです。２０年度以降については、人
件費が減少することに伴い総額でも減少する見込みです。 
 以上のようなことから、２０年度３２億６千万円をピークに、５年後の２２年度に
は１７年度並みの推計としました。 

 経常収支比率は、１７年度は地方交付税の伸びなどの要因により好転する見込みで
すが、以降悪化する見込みです。１８年度及び１９年度の急激な悪化の要因は、地方
債（臨時財政対策債）の削減及び廃止です。 
 公債費比率は、公債費が伸びる推計にはなっていませんが、歳入の減少に伴い若干
悪化する傾向にありますが、依然低い状況にあり、財政的にはあまり危惧する必要は
ないと現状では推測しています。 
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③財政の弾力性 
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３．計画における歳出の削減（平成１７年１０月現在推計値） 
①歳出の削減計画 
 
 
 
 
 
 
○人件費の削減【５年間での削減目標 ２．９億円】 
◇議員報酬の削減                     （  ６００万円） 

   ◆H１６．７～ おおむね５％で実施中 
 ◇特別職報酬の削減（４名分）                （  ４５０万円） 
   ◆H１６．４～ おおむね５％で実施中 
 ◇職員給の削減                      （１，３００万円） 
   ◆Ｈ１７．７～ ２％で実施中 
 ◇職員給・手当等の削減 
   ◆H１８．４～ 実施に向け協議中 
 ◇議員定数の削減                     （４，７００万円） 
   ◆H１９改選時より 議員定数を現行１６名から１３名へ 
 ◇職員数の見直し削減 
   ◆H２７ １３４名（２５名減） 
    H１８．４実施に向け協議中 
 ◇特別職報酬の削減（４名分）               （  ３６０万円） 
   ◆H１６．４より５％削減実施中 H１９．４より１０％削減 
 ◇特別職のうち収入役不設置及び助役不選任         （９，３００万円） 
   ◆H１７．１より実施中 
 
 

 歳入の減少が避けられない状況の中で、歳出は極端な増加こそありませんが、経常
収支比率は徐々に悪化し財政の弾力性が失われる状況にあると予測します。九重町で
は、これまで様々な行財政改革を実施してきましたが、歳入の減少に追いつかない状
況となっています。 
 下図にも示されているように、自由に使用できる財源が平成１７年度で約６．２億
円の見込み、１９年度は１．８億円、２０年度以降はおおむね１億円となり、今後の
普通建設事業や住民サービスに大きな影響を及ぼすこととなります。 

 前述の「現状における財政推計」を基に自律していける九重町を目指すためには、
歳出の更なる削減が必要不可欠です。しかし、目標や計画のない削減は、急激な住民
サービスの低下や混乱を招きます。 
「九重町自律推進計画」と一体化した削減を目指し、５年後・１０年後を見通した財
政計画を確立することが求められています。急激に悪化する１９年度について、経常
収支比率「９０％」を目標に、各項目を次のように削減するように計画しています。
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○物件費の削減【５年間での削減目標 ３億円】 
 ◇旅費の見直し 
   ◆県内日当等の廃止を H１８．４実施 
 ◇光熱水費の節約                      （１，０００万円） 
   ◆各施設に係る光熱水費の徹底削減を H１８当初予算で実施 
 ◇例規集・書籍等の廃止及び見直し              （１，７５０万円） 
   ◆例規集・書籍等に係る経費を廃止及び削減を H１８当初予算で実施 
 ◇臨時職員の配置見直し                （１億２，０００万円） 
   ◆H１８一部見直し H１９．４本格実施を計画 
 ◇施設等使用料の見直し（歳出への跳ね返り） 
   ◆H１８見直し H１９実施に向け協議中 
 ◇その他物件費の徹底した見直し            （１億３，０００万円） 
   ◆H１８当初予算で実施 
 
○補助費等・繰出金の削減【５年間での削減目標 ２億円】 
 ◇補助金・負担金の見直し 
   ◆公益性・公平性の明確化及び事業効果等考慮し廃止・統合・縮小 
   ◆H１８ 当初予算で実施 
 
②削減計画の５年間の集計 
○各年度における削減目標額【５年間での削減目標 約７．９億円】 

区分／年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 計
削減額 1.3 1.6 1.5 1.7 1.8 7.9

（単位：億円）

 
 
 
４．計画実施における財政推計 
 
 
 
 
①財政の弾力性 
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 平成１８年度以降、５年間の削減目標は７．９億円。年間平均で約１．６億円です。
この削減額を財政計画に反映した５年間の財政推計は以下のとおりです。 



 16

②経常収支比率（計画実施前との比較） 
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③公債費比率の推計 
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 経常収支比率は、１９年度９０％目標で「９０．２％」。以降若干伸びる傾向となり
ますが、２０年度９１．９％をピークに、計画の効果もあり緩やかに下降すると推計
しています。 


